
 

別紙 岐阜県TC における新型コロナウィルス感染拡大防止の取り組み 
 
１、TC活動前に実施すること 
  ①自宅を出る前にご家庭で検温を行い、37.0度以上の時は、参加を自粛してください。 
  ②会場でも「検温」を実施します。 

体温が 37.0度以上の時は、TC活動に参加することはできません。 
※37.0度以上の数値が出た時は、5分おきに3度計測し、それでも 37.0度以上の数値が出る時は、

当日の活動は自粛していただきます。ご理解ください。 
  ③会場で「体調チェック」を実施します。 

体調チェックの項目が1つでも『有』に該当する時は、当日の活動を自粛していただきます。 
実施結果はコロナウィルス感染拡大防止のため、地区・県TCの感染症対策責任者が保管します。 

 
２、TC活動後に実施すること 
  ①必ず手洗いとうがいを行います。 
  ②活動終了後は、更衣をして速やかに帰宅します。 
 
３、保護者の皆様にお願いすること 
  ①選手の体調が少しでも良くない時（発熱、咳等）は、無理をさせず、欠席させてください。 
  ②保護者の方がTCを見学する時は、会場の指示に従ってください。会場の指示がない時は、マスク

の着用、ソーシャルディスタンスの確保を厳守してください。 
  ③活動終了後14 日以内に感染が確認された時は、速やかに担当者にご連絡ください。 
  ④活動するTCで感染者または感染の疑いのある方が確認された時は、必要な範囲で同意書に記載さ

れている緊急連絡先を保健所に提供することがあります。 
 
 
４、コロナウィルス陽性者発生時の対応 

①TC参加選手、コーチにコロナウィルス感染が確認された場合 
   ・感染確認後2 週間該当地区のＴＣ活動停止。感染が広がった場合は、最後に感染が確認された日から2

週間とする。 
・感染した選手、コーチが感染確認の２週間以内に県ＴＣや他地区ＴＣ等と合同で行う活動に参加してい

た場合は、かかわったすべてのＴＣ活動を2週間停止する。 
 

②選手の通学する学校、所属チーム、に新型コロナウィルス感染が確認された場合 
・学校が休校期間中は、該当者はTC活動に参加できない。 
・学校の休校解除後、学校側から課外活動等を自粛する指示があれば、該当者のTC活動に参加できない。 
・所属チームが活動停止期間中は、該当者はTC活動に参加できない。 
・休校する学校が多い地区については、TC活動を停止することがある。 
 

③コーチの勤務先等に新型コロナウィルス感染が確認された場合 
・勤務先等で感染者が確認され、PCR検査の対象となった場合は、検査結果が陰性と判明されるまで、該

当者はTC活動に参加できない。 
 

④ＴＣ参加者（選手、コーチ）が感染者の濃厚接触者としてＰＣＲ検査を受けた場合。 
・検査結果が陰性と判明するまでは、該当地区のＴＣ活動停止。 
・ＰＣＲ検査を受けて陰性と判明した場合でも、PCRを受けた該当者は、感染者と接した日から２週間は

ＴＣ活動に参加できない。 
・陽性と判明した場合は、上記１に準ずる。 

 


